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0．本資料の構成について

• 昨年の11月～12月に両協議会（減災対策協議会・流域治水協議会）の取組状況・課題を把握するため、構
成機関を対象にフォローアップ調査・ヒアリングを実施した。また、「水防災意識社会再構築」「流域治水の推
進」を進めていくうえで、住民の防災意識についてアンケート調査を実施し、分析を行っている。

• 本資料では、上記内容を踏まえて有効な事例等の共有を行う。また、令和7年台風第15号について、構成機
関と流域タイムラインをもとに振り返りを行った内容について共有を行う。
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2025年
11月 フォローアップ調査票にもとづく取組状況の確認

2025年
12月

ヒアリング調査の実施
• 直轄管理区間沿川に位置する４市（浜松市、

磐田市、掛川市、菊川市）を対象に実施

住民防災意識調査アンケートの実施

【内容】
• 取組内容の進捗状況や今後の予定等の確認
• 取組報告と今後5か年のロードマップの報告

【内容】
• フォローアップ調査票の具体の内容について
• R7年台風第15号の対応状況
• 効果的な防災意識啓発の事例 等

• 複数機関で挙げられている課題のとりまとめ

• さらなる「流域治水の推進」に向けた今後の方向性
を踏まえた有効な取組事例の共有

• 流域タイムラインにもとづく
令和7年台風第15号のふりかえり

【内容】
• 住民防災意識調査
• 近年の豪雨災害における避難行動の有無 等

p.2～p.36 p.37～p.43



1．フォローアップ調査結果にもとづく令和７年度の取組実施状況 減災対策
協議会
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• 静岡県西部中東遠地域大規模氾濫減災協議会における取組の実施状況は以下の通りとなっている。
• 全ての項目で実施率は１００％となっている。

【凡例】

：50%以下 ：～60% ：～70% ：～80% ：～90% ：～100%

実施率 （取組実施（予定含む）構成員数に対する実施済みの構成員数）
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• 静岡県西部中東遠地域大規模氾濫減災協議会における取組の実施状況は以下の通りとなっている。
• 全ての項目で実施率は１００％となっている。

1．フォローアップ調査結果にもとづく令和７年度の取組実施状況

【凡例】

：50%以下 ：～60% ：～70% ：～80% ：～90% ：～100%

実施率 （取組実施（予定含む）構成員数に対する実施済みの構成員数）

減災対策
協議会



• 遠州流域治水協議会における取組の実施状況は以下となっている。
• ほとんどの項目の実施率が100%である中、「水田貯留等」の実施率は８０％となっている。

流域治水
協議会1．フォローアップ調査結果にもとづく令和７年度の取組実施状況

※ 今年度、取組対象の構成員なし

【凡例】

：50%以下 ：～60% ：～70% ：～80% ：～90% ：～100%

実施率 （取組実施（予定含む）構成員数に対する実施済みの構成員数）
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※取組対象なし

※取組対象なし



• 遠州流域治水協議会における取組の実施状況は以下となっている。
• ほとんどの項目の実施率が100%である中、「宅地建物取引業団体への水災害リスク情報等の説明」の実施率
は８３％となっている。

1．フォローアップ調査結果にもとづく令和７年度の取組実施状況

【凡例】

：50%以下 ：～60% ：～70% ：～80% ：～90% ：～100%

実施率 （取組実施（予定含む）構成員数に対する実施済みの構成員数）
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流域治水
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【参考】 流域治水関連法に基づく各法令と流域治水対策との関係

下水道法
●出水の排除、処理

（下水道で防ぐべき目
標降雨を計画に位
置付け、整備を加
速）

●下水道の樋門等の
操作ルール策定を義
務付け

●認定制度、補助、税
制特例により雨水貯
留浸透施設整備を支
援

都市緑地法

●都市部の緑地を保全し、貯留浸透機能
を有するグリーンインフラとして活用

防災集団移転特別措置法

●対象エリアに浸水被害防止区域等を
追加

都市計画法
●開発許可

●災害時の避難先となる拠
点の整備や地区単位の浸
水対策により、市街地の
安全性を強化

土砂災害防止法
●土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定
●要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町村の助言・勧告

水防法
●浸水想定区域の指定
●洪水等に対応したハザードマップの作成を中小河川等まで拡大
●要配慮者利用施設に係る避難計画・訓練に対する市町村の助言・勧告

建築基準法

●建築確認における特定都
市河川法の適用

●浸水被害防止区域制度の
創設

●都市浸水想定
の作成

●特定都市河川及び
特定都市河川流域の指定
（自然条件により被害防止が
困難な河川を対象に追加）

●流域水害対策に係る協議会の創設
総合的な浸水被害対策のための
「流域水害対策計画」の策定

●貯留機能保全区域制度の創設
●流域での雨水貯留浸透施設整備
●排水設備の貯留浸透機能の義務付け

●雨水浸透阻害行為に対する雨水貯留浸透
施設整備の義務付け

●認定制度、補助、税制特例により雨水貯留

特定都市河川浸水被害対策法

河川法
●河道・ダム等の
洪水対策

（ﾊｰﾄﾞ対策を更に推進）

●利水ダム等の事前放
流に係る協議会精度
の創設

●大臣による権限代行を拡大し、土砂撤去、準用河川を追加

②被害対象を減少させるための対策①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

浸透施設整備を支援

●他の地方自治体によ
る費用負担

●保全調整池の埋立て
行為の届出義務・必要
な措置の勧告

●地方自治体による管
理協定の締結

出典：「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」（一般財団法人 国土技術研究センター）をもとに作成
https://www.jice.or.jp/cms/kokudo/pdf/tech/material/tokuteitoshiv1_1_all.pdf

共通
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２．フォローアップ調査等を踏まえた課題の整理

• 大規模氾濫減災協議会における全ての取組項目で実施率は１００％であったものの、R7年度フォローアップ調査では、各構
成機関から取組実施上の課題が複数挙げられた。

• 以下では、挙げられた課題の中で、複数の構成機関が抱えるものを抽出し、凡例に示す４つの内容で分類・整理した。
• 対応例は、各構成機関における対応状況としてフォローアップ調査結果等をもとに記載したものである。

No. 【R７年度時点】課題の分類 ※（）内は各分類のキーワード 対応例

1
緊急時の

防災情報発信

設備の設置 （全河川での水位計設置困難、財源確保）
・水位以外で避難情報発令基準の検討
・設置の必要性の説明及び県等への要望

防災情報、避難情報の配信方法
（デジタル化による高齢者等への対応、多言語配信）

・情報配信の多重化
・外国人情報窓口との連携、外国語や優しい日本語での配信

職員の育成・確保 （緊急時に対応する職員のスキルアップ） ・勉強会等の実施

2
平時の防災情報
の普及啓発

浸水想定区域図・ハザードマップの作成
（水災害リスク情報空白域の解消）

・ハザードマップの作成

防災情報の伝達と理解促進
（無関心層等への効果的な普及啓発方法、浸水想定区域図・ハザードマップの

住民の理解度把握、防災体制の継承不足）

・防災講座、広報誌や市民調査等を活用した防災意識の醸成
・継続した広報の実施
・引継ぎの依頼

4
要配慮者避難
確保計画・訓練

施設等の職員のマンパワー不足 ・企業との連携によるセニアカーの活用

法改正の周知 （施設管理者の理解不足） ・対象施設等への周知・共有

5 水防活動
水防団員の減少 （担い手不足）

・実災害技術指導を行う本部員の参加の促し
・ポスター掲示や防災会議での説明

備蓄品と設備の管理
（備品等の把握、備品・保管場所の確保、高額な維持管理・更新費の確保）

・水防団員へのローテーション管理依頼
・協定等の検討

6
雨水貯留浸透
施設の整備

水田貯留の推進
（営農者・土地所有者の理解不足）

・多面的機能の団体への検討依頼
・地元説明会や農業委員会等での説明・周知
・モデル地区での先行着手及び他地区への波及

7
企業BCPの
作成推進

企業BCPの作成推進
・継続的な啓発
・BCP推進調査の実施

8 その他 自主防災体制の強化 （担当者の意識醸成） ・市内の自治会の啓発活動などの優良事例を共有

■：人員不足、■：予算・財源、物資の不足、■：手法の課題、■：関係者・住民意識の課題

減災対策
協議会
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No. 【R７年度時点】課題の分類 ※（）内は各分類のキーワード 対応例

1
平時の防災情報
の普及啓発

防災情報の伝達と理解促進
（無関心層等への効果的な普及啓発方法、

浸水想定区域図・ハザードマップの周知不足）

・一般向けのイベント開催
・デジタルハザードマップへの搭載

2
要配慮者避難
確保計画・訓練

施設等の職員のマンパワー不足 ・企業との連携によるセニアカーの活用

計画作成と法改正の周知 （施設管理者の理解不足） ・施設訪問による作成依頼

3
雨水貯留浸透
施設の整備

財源確保
・支援についての県との協議
・推進組織立ち上げと啓蒙活動

営農者等の関係者の理解不足
・土地改良区への説明会実施
・推進組織立ち上げと啓蒙活動
・協議会での動機付けや働きかけのお願い

4 残土処理 残土の受け入れ先確保
・受け入れ先候補である周辺農家への聞き取り
・海岸防潮堤などの他の工事へ土砂を流用

5 河川整備 事業実施における財源確保 ・財政支援の要望

6
森林保全・

治山施設の整備

林業従事者の減少、担い手の確保・人材育成
（担い手等の人員不足）

・各種イベントでのPR等実施
（労働力確保・育成に向けた取組実施）
・現場作業の効率化
・森林整備補助制度の創設

用地取得のための所有者との意思疎通
（土地所有者等の理解促進）

・森林所有者との交渉

7
排水施設の
整備・強化

排水施設の整備・更新のコストや時間、優先順位
（事業費の増大・財源確保）

・財政支援の要望

２．フォローアップ調査等を踏まえた課題の整理
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■：人員不足、■：予算・財源、物資の不足、■：手法の課題、■：関係者・住民意識の課題

• 流域治水協議会におけるほとんどの取組項目で実施率は１００％であったものの、R7年度フォローアップ調査では、各構成
機関から取組実施上の課題が複数挙げられた。

• 以下では、挙げられた課題の中で、複数の構成機関が抱えるものを抽出し、凡例に示す４つの内容で分類・整理した。
• 対応例は、各構成機関における対応状況としてフォローアップ調査結果等をもとに記載したものである。



• ハザードマップがより多くの住民の目に触れるような取り組みが
出来ていない。

• ハザードマップは作成・周知しているが、住民にリスクが正しく
理解・活用されているか不明。

• 田んぼダムの取組みは主に下流河川への流出抑制対策のため、
事業実施にあたり、協力者（耕作者）の理解を得て実施する必要
がある。

• 今回挙げられた課題の中で多くが、「関係者・住民の意識」として挙げられている。
• 「関係者・住民の意識」が課題として挙げられた項目に関する具体例を下図に示す。

• 防災講座の受講者は自治体会長など一部の役員に偏り、一般
住民が防災情報に触れる機会が少ない。

• 防災講話等を希望しない地域へのアプローチが課題。

理解醸成への困難
雨水貯留浸透
施設の整備
（田んぼダム）

について

平時の防災情
報の普及啓発

２．フォローアップ調査等を踏まえた課題の整理

ハザードマップの未浸透

防災意識の二極化
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共通



• 国土交通省では、令和５年４月に「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす流域治水の自分
事化検討会」を設置し、普及施策の体系化と行動計画をとりまとめている。

• 流域治水の推進にあたっては、「知る」→「捉える（自分事として捉える）」→「行動する」という段階において、「自分
のために」から「みんなのために」とさらに視野を広げていくことが必要とされている。

• そのような中で、「自分のために」に関する内容について、遠州流域治水協議会の市町村に居住する住民に向け
た防災意識調査を実施した。

出典）「水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす総力戦の流域治水をめざして」 提言，令和5年8月，国土交通省

３．流域治水の自分事化に向けた住民防災意識調査

住民の防災意識
の調査を主目的
として住民に向け
たアンケート調査

を実施

共通
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• 住民の防災意識を測ることを目的として、WEBアンケートによる住民防災意識調査を実施した。
• 調査対象地域は信頼性の観点から、サンプル数が十分に確保できる地域は浸水区域に絞り、不足する地域は市区町村全
域とした。

調査対象地域

【参考】洪水浸水想定区域
（国・県管理河川想定最大規模）

項目 内 容

実施期間 令和7年12月12日～令和7年12月22日

対象市町

（ ）内：
サンプル数

浜松市（235）※、磐田市（100）、掛川市(100）、袋
井市（100）、菊川市（78）、森町（26）、
御前崎市（49）、湖西市（100）、設楽町（4）、
東栄町（2）、豊根村（0）

サンプル 794サンプル （信頼度95％、精度5％）

調査方法

・Webアンケート
（防災に興味がない場合にも回答してもらえるた
め、リスクの存在に気づいていない住民の回答を
得ることができる）

■の市区町村：
市区町村全域を対象とする
（浸水区域のみを対象としても100サ
ンプル回収が見込めない、もしくは浸

水域がわずかであるため）

浜松市（浜名区、中央区）、
磐田市、袋井市、掛川市：
浸水区域と重複する郵便
番号の地域を対象（着色
部）
（アンケートの信頼性を担保する

100サンプルが該当地域のみで取
得可能のため）

※浜松市については浜名区：100、中央区：100、天竜区：35

３．流域治水の自分事化に向けた住民防災意識調査 共通
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• 住民の防災意識レベル（フェイズ）の到達度合いを評価するため、５つのフェイズ区分の概念を
軸に評価項目（質問）を設定した。

• 全体の結果として、水害リスクの認知に課題があるPhase1・Phase2に分類される住民が6割弱
を占める一方、率先活動者が約18%おり、防災意識の高い方が一定数いることが分かった。

• 本協議会は、他地域と比較して Phase１・Phase２の割合が低く、一方で率先活動者の割合は最
も高いことが分かった。

リスクを深く理解する
（全２問）

Phase3

覚えていない

あなたのご自宅の浸水深（m）はど
のくらいの深さですか。

■質問例

リスクの存在を知る（全３問）

Phase1
思っていない

リスクの存在に気付く
（全３問）

Phase2

確認していない

豪雨で河川の堤防が壊れたりあ
ふれたりすることは起こりうると思
いますか。

あなたは、「洪水ハザードマップ」で
ご自宅が浸水するかどうかを確認し
ましたか。

対処方法を理解する
（全３問）

Phase4
自宅の周辺状況等
（逃げ遅れる可能性がある）

仮にあなたは命を守るためにど
のような予警報や情報をもとに避
難しますか。

対処行動を実行する
（全２問）

Phase5
決めていない

あなたは、「直ちに命を守る行動」
と呼びかけられた場合に行う行動
を決めていますか。

率先活動者

近年の豪雨※以前から思っている
近年の豪雨※以降に思い始めた

近年の豪雨※以前から確認している
近年の豪雨※以降に確認し始めた

知っている

予報や警報

決めている

※平成27年9月関東・東北豪雨 等

参考）住民の防災意識水準に応じた教育
プログラム策定手法に関する研究

３．流域治水の自分事化に向けた住民防災意識調査 共通

45.5%

12.7% 11.6%
9.4%

2.4%

18.4%

0人

50人

100人

150人

200人

250人

300人

350人

400人

Phase1 Phase2 Phase3 Phase4 Phase5 率先活動者

■フェイズ分類結果
（n=794）

単位：%

水系 地方 実施
時期

対象
市町村
数

回答者
数

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
4

Phase
5

率先
活動者

河川A 中部 R5 33 2,232 46.5 21.4 7.6 9.0 2.7 12.8

河川B 中部 R7 8 583 46.7 13.0 13.2 9.8 2.2 15.1

河川C 近畿 R2 8 800 49.6 13.1 12.9 6.6 2.9 14.9

■その他地域のフェイズ分類結果

Phase1,2
58.2%

12



• 「水防災意識社会再構築」「流域治水の推進」に向けては、右図に示すように率先避難者の割合が流域の
中で増加していくことが望ましい。

• 現在の住民意識の状況を踏まえ、「水防災意識社会再構築」「流域治水の推進」に向けては、「現時点の
Phase分類をもとにした有効な取組」に示す３つの取組を推進していくことが重要と考えられる。

４．さらなる「流域治水」の推進に向けて

現時点のPhase分類をもとにした有効な取組

①Phase1に向けて
• 自らのリスクを認知するための取組

②各Phaseに向けて
• 各Phaseの人がワンランクアップを行えるような取組

③率先避難者に向けて
• 約20%の率先避難者が旗振り役となり、他のPhaseを引き

上げる取組、もしくは地域・流域に貢献する行動をする取組

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
4

Phase
5

率先
活動者

「みんなのために」
• 雨水貯留タンクの設置

• 水防団への参加、防災
リーダーになる

• BCP策定
• 田んぼダムの実施

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
4

Phase
5

率先
活動者

令和7年度

令和●年度

令和●年度

Phase分類の経年変化イメージ

共通

13



• 流域治水の取り組みには、住民や企業など、より多くの関係者の参画が欠かせない。
• このため、有効な取組の実施にあたって、「流域治水」の推進には、構成機関の他、企業、住民等が連携し
て、企業、農家、行政など、すべてのステークホルダーが主体的に関与したくなる取組が有効と考える。

• 上記を踏まえて、構成機関・オフィシャルサポーター制度に登録している企業による有効な取組の紹介を
行う。

５．さらなる「流域治水」の推進に向けた有効な取組事例の紹介

No. 取組内容 取組機関
本資料

ページ番号

1
地域のイベントにおける防災意識啓発・流域治
水の推進に向けた取組

浜松河川国道事務所 P.15

2 防災アニマル診断について 浜松河川国道事務所 P.16-17

3 セニアカーを活用した避難訓練の実施
浜松土木事務所×スズキ株式会社×
浜松河川国道事務所 等

P.18

4
ラジオ番組を活用した防災情報の啓発につい
て

静岡放送株式会社×
浜松河川国道事務所

P.19

5 防災アニマル診断（デジタル版）の開発
八千代エンジニヤリング
株式会社

P.20

6 民間企業や団体と連携してイベントを開催

磐田市

P.22-24

7 「雨庭」の設置と普及啓発 P.25-26

8 流域治水・水災害リスクの自分事化のPRほか P.27-29

9 黒沢川特定都市河川の指定
菊川市×静岡県×
浜松河川国道事務所 等

P.30

10 田んぼダムの取組実施 菊川市 P.31

11
銀行の相談ラウンジ・大学祭における「わたし
の避難計画」の普及

静岡県 危機管理部・総務部
西部地域局

P.32

12 林業体験の実施 設楽町 P.33

共通

行政

企業

住民

農家

団体

14



ゲーム空間を活用した
流域治水のまちづくり体験

アクションボード

マイタイムラインノート作成

【No.1】 イベントで防災意識レベルを見える化する「防災アニマル診断」や
ゲーム空間での「流域治水のまちづくり体験」等の実施

自分のために

【日時】令和7年11月15日（土）
【出展場所】浜松市中央区

浜松城公園東葵広場
【主催】はままつ建設フェスタ

実行委員会

開催概要
みんなのために

ゲームの中のまちを対象に、流域治水に貢献する
ような取組を体験いただきました。

イベント後イベント前

出典）「水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす
総力戦の流域治水をめざして」 提言，令和5年8月，国土交通省

※様々なブロックを使いながら建築や冒険などができるゲームの
一種。

水災害リスクを認識し自分事として捉えてもらうため、防災意識を診
断したのち、地域のリスクの把握、水害時の行動計画等の作成を
行っていただきました。

自分のためだけでなく、地域・流域に貢献する行動
に繋げるため、パネル展示やクイズラリー、ゲーム
等で流域治水への理解を深めていただきました。

▲ブースの様子 ▲ブース内の様子

11月15日（土）に浜松市中央区浜松城公園東葵広場にて、はままつ建設フェスタが開催されました。浜松河川国道事
務所では、河川分野の内容（流域治水の自分事化）と道路分野の内容（道路啓開等の紹介に関するデジタルサイネー
ジ）について出展しました。

自身の防災意識について診断
で楽しみながら認知いただき
ました。（次頁参考）

来場者の属性をふまえたア
ドバイスを行い、ご自身の
水害時の行動計画を作成い
ただきました。

流域治水について、自身ができることを考えて
いただきました。

▲災害対策本部車

▲照明車

防災アニマル診断

ため池

雨庭

防災ア
ニマル
診断実
施の様
子

マイタ
イムラ
インノ
ート作
成の様
子

共通
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• 本取組の中では、楽しみながら洪水・高潮によるリスクを自分事化する手段として、「防災アニマル診断」のうち
わや大型の看板を活用した広報を実施した。

• 「防災アニマル診断」では、洪水に対する意識レベルを動物タイプとして診断できる。

うちわ 表 うちわ 裏

迷路をたどり、水害意識を測る設問に答えると、
防災意識の高さに応じた動物タイプが診断される

裏面の解説を読むと、自身の防災レベルの高さと、
レベルに応じた次行うべき対応が確認できる

■防災アニマル診断とは

【No.2】 防災アニマル診断について 共通
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診断の集計結果を確認し、
住民がどのくらいの防災意識
レベルなのか把握できる。

ハムスター・ペンギンタイプが
若い人に多いから、
学校での出前講座を
より推進していこう

！

住民 行政職員 等

裏面（解説）を見て、自分のタイプに応じた対応を確認して
いただき、必要に応じて解説を行うことで、
住民は気づきを得て、水災害リスクの自分事化に繋がる

シールの凡例

：～19才

：20～39才

：40～59才

：60～79才

：80才～

【日時】令和7年11月2日（日）
【出展場所】豊根村役場

とよねドーム
【主催】豊根村、とよね・みど
り湖ハーフマラソン実行委員会

開催概要

ハーフマラソンのスタート前の様子

• 令和7年11月2日（日）に豊根村にて開催された「第17回とよね・みどり湖ハーフマ
ラソン」においても「防災アニマル診断」の実施しており、集計結果（92名）を示す。

• 防災アニマル診断のうちわ自体は、住民の意識向上に繋がるものであるが、動
物タイプを集計することで、どの層に向けてどのような広報を実施すべきか検討
することが可能となるメリットがある。

確かに
ハザードマップを
きちんと見たこと
がないかも

【No.2】 防災アニマル診断のメリット

第17回とよね・みどり湖
ハーフマラソンにおける集計結果

共通
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【No.3】 要配慮者利用施設におけるセニアカーを活用した避難訓練の実施

流域治水の本格的な実施に向けて、要配慮者利用施設での避難訓練にセニアカーを活用し、要配慮者利用施設職員の負担軽減の把握等を

目的とした現地検証を行いました。なお、実施にあたっては、遠州流域治水協議会※1の構成機関である浜松市に位置する要配慮者利用施設、
遠州流域治水オフィシャルサポーター※2のスズキ（株）様のご協力により開催しました。

【訓練概要】

■日 時：令和7年11月10日（月）13:30～15:00

■場 所：宇布見の里（静岡県浜松市中央区雄踏町）

■参 加 者：施設職員（約12名）、地域住民（約15名）

■参加機関：宇布見の里、浜松河川国道事務所、静岡県浜
松土木事務所、スズキ株式会社

■訓練趣旨：
• セニアカー導入による要配慮者施設職員の負担軽減の把

握、宇布見の里に設置されている避難タワーでのセニア
カー走行可否の確認、地域住民を含めた避難タワーの活
用可能性の検証 等

• また、本訓練は宇布見の里と地域住民の交流事業として
も実施

■内 容：
①セニアカー乗車体験
②セニアカーや徒歩による

避難タワーを昇る避難訓練
③セニアカーや徒歩による

近隣小学校への避難訓練

【訓練結果】

• 屋内で乗車体験を実施。
• 初めてセニアカーに乗車
する方でも、スムーズに
運転・操作できることを
確認。

• 宇布見の里に設置されてる避難タ
ワーにて避難訓練を実施。

• 避難タワーのスロープを問題なく走
行できることを確認。

• 水平避難先である雄踏
小学校までの約700mを
セニアカーで10分で移
動し、歩行が難しい方
でも健常高齢者の徒歩
と同程度の時間で避難
できることを確認。

避難訓練は、乗車体験（①）としてセニアカーの
操作方法等を確認した後、２つのグループ（②、③）に
分かれて実施。

避難訓練の様子

乗車体験の様子

雄踏小学校

▼雄踏幼稚園

国土地理院より

白山神社▼

距離７００ｍ程

約１０分で避難完了宇布見の
里

雄踏小学校

▼雄踏幼稚園

国土地理院より

白山神社▼

距離７００ｍ程

約１０分で移動完了

宇布見の里 外観 避難タワーでの避難訓練の様子

避難タワー

①セニアカー乗車体験

②避難タワーでの避難訓練

③近隣小学校への避難訓練

避難ルート

※1：遠州流域治水治水協議会について
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/enshu/
※2：遠州流域治水オフィシャルサポーター制度について
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bousai/supporter/

共通
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【No.4】 ラジオ番組を活用した防災情報の啓発について 共通
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• 八千代エンジニヤリング株式会社は、人々の防災意識を向上させる防災リスクコミュニケーションのさらなる進化に
向け、「防災アニマル診断」アプリを開発しました。このアプリにより、スマートフォンなどのデジタルデバイスで、家庭
や学校で「いつでも、どこでも」、防災意識レベルを見える化する「防災アニマル診断」ができ、短時間でオリジナルの
マイ・タイムラインを簡単に作成できます。

• ▶詳細はこちら：https://bosai-animal.jp/dev/

【No.5】 防災アニマル診断（デジタル版） 共通

20
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静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会／遠州流域治水協議会

令和７年度 磐田市の取組

・いつものもしもＣＡＲＡＶＡＮ磐田
・雨庭
・いわた流域治水すごろく

プロジェクトPR缶バッチ作成・配布
・敷地川桜植樹

21



【磐田市】 取組報告（R７の取組内容）

●主な取組内容（Ｒ７年度）

※R7年度時点の取組結果（予定含む）を整理したものであるが、進捗状況によって変更の可能性がある

○「水害避難訓練」の実施

従来の洪水と土砂災害の訓練を合わせ、実際の気象状況に即した水害避難訓練を実施した。

中小河川のハザードマップを作成し、ホームページからの閲覧を可能とし、啓発に努めた。
民間企業や団体と連携して、防災啓発イベントを実施した。

○中小河川のハザードマップを作成

令和７年８月に水害避難訓
練を実施した。
・訓練日までにハザードマップ
により自宅の危険性と避難先
や避難のタイミングを確認
・訓練当日は、大雨による土砂
災害と河川氾濫に関する避難
情報の発令による緊急避難場
所への避難訓練を実施

より市民に身近な中小
河川のハザードマップ
を作成し、ホームペー
ジから地理情報システ
ムによる閲覧を可能と
した。
市民向けの防災講座
等の実施による継続的
な周知・啓発により、市
民の防災意識・防災力
を底上げを図った。

○民間企業や団体と連携してイベントを開催
民間企業と市の共催で、子
どもから大人まで楽しく防
災を学ぶことができるイベ
ントをららぽーと磐田で開
催した。
市内外の防災関連企業や
団体によるブース出展や、
災害時に活躍する車両の展
示などが行われ、参加者は
日常の延長で、 もしもに備
える大切さを認識した。

22※参考資料1-1 p.3参照



Copyright© Iwata City. All Rights Reserved

【イベントのコンセプト】

自治体や企業、市民が連携し、子どもから大人までの多くの
市民が防災について楽しみながら学び、日常の中で備える意
識を高めること

⇒無印良品（㈱良品計画）との共創

⇒市内外から22の企業・団体が参加

⇒ららぽーと磐田で開催

⇒買い物客や家族連れが、

体験を通して日ごろからの備えを学んだ

いつものもしもＣＡＲＡＶＡＮ磐田

防災アナウンサーの奥村奈津美さんも参加
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いつものもしもＣＡＲＡＶＡＮ磐田 イベント当日の様子

24



25※参考資料1-2 p.20参照
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「いわた流域治水共創プロジェクト」に位置付けた雨水流出抑制対策として、自宅の庭や事
業所の敷地内でできる雨水貯留浸透施設としての「雨庭」を普及啓発するため、令和４年台風
第15号で床上・床下等の浸水被害を受けた地元自治会や小学生（15名）と共創により、「雨
庭」のモデルケースを設置した。

設置作業の前に、防災・減災学習を実施し「流域治水」についての見識を深め、「雨庭」の
効果等を知ったうえで作業を行った。

「雨庭」の図案も磐田北小学校５年生全員に考えてもらった中の最優秀図案を採用した。

「雨庭」の設置と普及啓発

26
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いわた流域治水すごろく・プロジェクトPR缶バッチ作成・配布

防災・減災教育（学習）の一環として、子どもたちにも流域治水を知ってもらうことを
目的に、「いわた流域治水すごろく」を作成し、自衛の意識の醸成を図った。各種イベン
トなどで配布、市ホームページからもダウンロードできる。家族や友だちと楽しく遊びな
がら、流域治水について学んでもらいたい。

また、「いわた流域治水共創プロジェクト」を広く知ってもらうために、PR用缶バッ
チを作成した。

いわた流域治水すごろく

プロジェクトPR用缶バッチ
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Copyright© Iwata City. All Rights Reserved

敷地川桜づつみ植樹祭

敷地川の桜つづみを地域のシンボルとして、未来へ継承するために、地元や市制施行20周年
を迎えた当市と、設立60周年を迎えた静岡県さくらの会が協力し、合同植樹祭を実施した。

29



【No.9】 黒沢川特定都市河川の指定 共通

出典：特定都市河川の指定について（菊川水系黒沢川流域水害対策協議会）

URL:https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/ryuiki_chisui/pdf/kurosawa_20251107-2.pdf 30
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【No.10】 田んぼダムの取組実施 共通

※参考資料1-2 p.3参照



【No.11】 銀行の相談ラウンジ・大学祭における「わたしの避難計画」の普及 共通

※参考資料1-1 p.17参照 32
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【No.12】 林業体験の実施 共通

※参考資料1-2 p.24参照



34

【参考】 伝え方の工夫

出典：水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を
増やす総戦力の流域治水をめざして、
令和５年８月水害リスクを自分事化し、流域治水に
取り組む主体を増やす流域治水の自分事化検討会

URL：https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/suigairisk2
/pdf/honbun.pdf

いかに水害というネガティブに感じられることを自分事化できるか？ 豪雨が頻発し、既に他人事化
できない気象条件になっていることや、農作物をはじめとして様々な恵みを流域 の水資源を活用して
享受していることなど、人と水との様々な関わりを伝えていくことの重 要性がこの検討会でも議論され
ている。これらがやがて、公共団体からだけでなく、メディアからも、SNSでも、何らかの形で人々に伝
わっていくだろう。

しかしそのテーマや内容が、いかにも教条的だったり、不安を煽るものばかりであれば、 人は聞く
耳を持たないだろう。人々の心に働きかけ、うまく自分事化してもらうためには、 その「伝え方」が大事
になる。検討会では、この点について貴重な意見が得られた。以下に その内容を端的に紹介する。

その１ 発想をひろげる
伝える工夫は様々にある。まずは視点を変えて、ネガティブなことでも、おしゃれに、かっこよく見せ

る、楽しいことに焦点を当てることがある。釣り、キャンプなど水辺のアクティビティや、地域の自然、産
業や水循環に触れる体験など、様々な「楽しいこと」の中で水害について考える機会を創れるし、雨
水を原料とするサイダーを開発して、水質や水資源について考えるきっかけをつくるような、それこそ
おしゃれな取組事例もある。流域治水が心 のファッションになるように、発想をひろげていきたい。

その２ 情報を提供しすぎない
これから流域治水への取り組みを促す様々な活動を行うとき、取り組みを促す側が、その相手に情

報を提供しすぎないことも大きなポイントになる。少しの情報にヒントを得て、主体的に考え、行動を組
み立てて、実際に体験したことは確実に自分事化されるからだ。

その３ 人数を多くしすぎない
講座やイベントを行う場合、参加人数を多くしすぎないことも工夫の一つになる。講座やイベントの

主催者、そして、参加者を受け入れる地域の側が、相手の名前を覚えられる人数にすると良い。そう
すれば、参加者は、「自分のことを見てくれている」という感覚を持てるし、居心地よく安心できる。そう
いう状況下では、主体的に考え行動する意欲も湧きやすい。

これから水害リスクの自分事化を図り、流域に視野を広げていく上では、行政の取り組みにもこのよ
うなセンスが求められるだろう。「流域治水を通して自分のことを見てくれている」 という感覚を個人が
持ちうるか、そうして、「確かに自分もそこに関わっていった方が安全だな」と思われるようになるか、伝
える工夫に期待したい。

共通



【参考】 フォローアップ調査等を踏まえた課題の整理

• 各課題を抱える構成員の状況は以下となっている。
• 「職員の育成・確保」「防災情報の伝達と理解促進」「水田貯留の推進」に課題を抱える構成員が多いことが
わかる。

35

■：人員不足、■：予算・財源、物資の不足、■：手法の課題、■：関係者・住民意識の課題

No. 課題分類
浜
松
市

磐
田
市

掛
川
市

袋
井
市

湖
西
市

御
前
崎
市

菊
川
市

森
町

静
岡
県
①

静
岡
県
②

静
岡
県
③

静
岡
県
④

袋
井
土
木
事
務
所

浜
松
土
木
事
務
所

静
岡
地
方
気
象
台

浜
松
河
川
国
道
事
務
所

電
源
開
発
(株)

遠
州
鉄
道
(株)

天
竜
浜
名
湖
鉄
道
(株)

構
成
員
数

1
緊急時の

防災情報発信

設備の設置 ● ● - ● - - - ● - - - - - - - - - - - 4

防災情報、避難情報の配信方法 - ● - ● - - ● - - - - - - - - - - - - 3

職員の育成・確保 - - ● ● - - - - - - - ● - ● ● - - - - 5

2
平時の防災情報の

普及啓発

浸水想定区域図・ハザードマップの作成 - ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - 2

防災情報の伝達と理解促進 - ● ● - - - - - - - - - ● ● - - - - - 4

3
要配慮者避難確保

計画・訓練
法改正の周知 - - - ● - - - - ● - - - - - - - - - - 2

4 水防活動
水防団員の減少 - ● ● - ● - - - - - - - - - - - - - - 3

備蓄品と設備の管理 - ● ● - - - - ● - - - - - - - - - - - 3

5 雨水貯留浸透施設の整備 水田貯留の推進 - ● ● ● - - ● - - - - - - - - - - - - 4

6 企業BCPの作成推進 企業BCPの作成推進 - - ● - - ● - - - - - - - - - - - - - 2

7 その他 自主防災体制の強化 - ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - 2

※静岡県①：静岡県 危機対策課／西部地域局危機管理課 静岡県③：静岡県 河川砂防局河川企画課
静岡県②：静岡県 政策管理局健康福祉部 静岡県④：静岡県 河川砂防局土木防災課

減災対策
協議会



• 各課題を抱える構成員の状況は以下となっている。

• 「営農者等の関係者の理解不足」「林業従事者の減少、担い手の確保・人材育成」に課題を抱える構成員が多いことがわ
かる。
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■：人員不足、■：予算・財源、物資の不足、■：手法の課題、■：関係者・住民意識の課題

No. 課題分類
浜
松
市

磐
田
市

掛
川
市

袋
井
市

湖
西
市

菊
川
市

森
町

設
楽
町

東
栄
町

豊
根
村

静
岡
県
①

静
岡
県
②

静
岡
県
③

静
岡
県
④

愛
知
県
①

愛
知
県
②

静
岡
地
方
気
象
台

浜
松
河
川
国
道
事
務
所

天
竜
森
林
管
理
署

森
林
整
備
セ
ン
タ

ー

構
成
員
数

1
平時の防災情報の

普及啓発
防災情報の伝達と理解促進 - ● ● - - - ● - ● - - - - - - - - - - - 4

2
要配慮者避難
確保計画・訓練

施設等の職員のマンパワー不足 - - ● - - - ● - ● - - - - - - - - - - - 3

計画作成と法改正の周知 - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 2

3 雨水貯留浸透施設の整備
財源確保 - - ● ● - - - - - - - - - - - - - - - - 2

営農者等の関係者の理解不足 ● ● ● ● - - - - - - - ● - ● - - - - - - 6

4 残土処理 残土の受け入れ先確保 - - ● - - - - ● - - ● ● - - - - - - - - 4

5 河川整備 事業実施における財源確保 - ● - ● - - - - ● - ● - - - - - - - - - 4

6
森林保全・

治山施設の整備

林業従事者の減少、担い手の確保・人材育成 ● - - - - - - ● ● - - - ● ● ● ● - - - - 7

用地取得のための所有者との意思疎通 - - - - - - - - ● - - - - - - ● - - - ● 3

7 排水施設の整備・強化 排水施設の整備・更新のコストや時間、優先順位 - ● - ● - - - - - - - - - - - - - - - - 2

※静岡県①：袋井土木事務所 静岡県③：西部農林事務所 愛知県①：新城設楽建設事務所
静岡県②：浜松土木事務所 静岡県④：中遠農林事務所 愛知県②：設楽農林事務所

【参考】 フォローアップ調査等を踏まえた課題の整理 流域治水
協議会



【情報共有】 流域タイムラインにもとづく
令和7年台風第15号のふりかえり



１．流域タイムラインにもとづく令和7年台風第15号のふりかえり

38

減災対策
協議会



出典：令和7年9月5日台風第15号による菊川の出水状況【第二報】 （中部地方整備局浜松河川国道事務所）

２．令和７年台風第１５号の気象概要 減災対策
協議会
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40出典：令和7年9月5日台風第15号による菊川の出水状況【第二報】 （中部地方整備局浜松河川国道事務所）

２．令和７年台風第１５号の水位の状況 減災対策
協議会
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３．流域一体型タイムラインについてのヒアリング結果

• 今回、直轄管理区間沿川に位置する4市を対象にヒアリング調査を行った。ヒアリング調査結果の中で、複
数機関から確認できた内容について共有する。

• 各構成機関ともに、流域一体型タイムラインとは個別で独自のタイムライン、チェックリストを保有し、それ
ぞれ対応を行っていることが確認できた。

• 流域タイムラインについては、令和8年度出水期から運用開始となる「新たな防災気象情報への対応」が
必要である。

• 流域タイムラインと同様な内容を市独自の「アクションカード」、チェックリ
スト等として整理し、その内容をもとに出水対応を行っている。

• 短時間で多くの降雨が発生した台風であるが、降雨予測等から判断し、
流域タイムラインに記載している（避難指示の発令等）を実施していない
ものもある。

令和7年台風第15号の対応状況
構成員 ヒアリング実施日時

浜松市
2025年12月17日（水）

10:00～11:00

磐田市
2025年12月17日（水）

15:00～16:00

掛川市
2025年12月19日（金）

10:00～11:00

菊川市
2025年12月11日（木）

10:00～11:00

• 今回の台風を踏まえて、流域一体型タイムラインについて修正をすべき
事項はないと考える。

• 令和8年の出水期から気象庁の防災気象情報の名称や出し方が変更
されるため、タイムラインもそれとの整合を図る修正が必要。

本出水を踏まえた流域タイムラインの修正事項 等

減災対策
協議会



出水
浸水被害住家数

床上・床下浸水のの合計
（単位：棟数）

床上・床下浸水が
発生した市町村

（遠州流域治水協議会の市町村を抽出）

出典
Q.これまでの豪雨災害時における避難行動の有無について、主な豪雨災害ごとに
教えてください。

令和7年
台風第15号 78 磐田市、掛川市、袋井市、御前

崎市、菊川市

・台風第15号による被害状況について【第37
報】（11月28日14時00分時点）（静岡県危機
管理部危機対策課）

令和5年梅雨前線によ
る大雨及び台風第2号 204 浜松市、磐田市、袋井市、森町

・令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号に係る
被害状況等について（令和5年6月8日9時30分時点）
（内閣府）
・6月2日からの大雨等による被害状況について【最終
報】（6月16日12時00分現在）（静岡県危機管理部）

令和4年
台風第15号 2828 浜松市、磐田市、掛川市、袋井

市、御前崎市、菊川市、森町

・令和4年 台風第15号による被害状況につ
いて【第13報】（9月27日8時00分時点）(静
岡県危機管理部)

令和4年9月2日
大雨

96 浜松市
・令和4年 9月2日の大雨等による被害状況
について【第2報】（9月2日20時30分時点）
（静岡県危機管理部）

令和元年
東日本台風

267 袋井市、掛川市、菊川市
・令和元年台風第19号による被害状況につ
いて【第23報】(12月2日時点)（静岡県）

• 避難行動に資する情報の確認・避難行動を実施しない要因の深堀りを行うため、住民意識調査において、近
年の豪雨災害における避難行動の実施状況について確認した。

• 過去の豪雨災害では、避難行動を実施したという回答は数%程度である。避難行動のきっかけとして、防災気
象情報や避難情報をもとに行動している人が多い。
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【参考】 近年の豪雨災害における避難行動に関する住民意識調査

34

24

22

14

13

8

6

6

4

4

4

3

2

3

0人 5人 10人 15人 20人 25人 30人 35人

大雨特別警報

避難指示

大雨警報・洪水警報

記録的短時間大雨情報

洪水予報（氾濫危険水位）

緊急安全確保

自宅周辺の浸水

高齢者等避難

堤防の決壊・越水（テレビやラジオの速報）

自宅の浸水

近所の人や消防団等の呼びかけ

災害の前兆現象

近所の人が避難する様子

その他

凡例

防災気象情報や避難情報をきっか
けに避難している人が多数である
一方、一部の回答には、「逃げ遅
れ」が懸念される回答もある

Q. ■先ほど、「避難した（屋内安全確保を含
む）」と回答した方にお伺いします■

その時の避難のきっかけとなったものを豪雨災
害ごとに選んでください。（いくつでも）

外の様子と時間

どの豪雨災害
においても

避難行動を
とったのは、
数%程度

減災対策
協議会



【結果の考察】
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• 想定最大規模降雨の浸水範囲付近に居住する住民に対して、令和4年台風第15号時に「避難しなかった」理由を確認した。
最も多い意見として、「避難する危険性を感じなかった」「避難指示等が出ていなかった」が挙げられる。

• ハザードマップの確認有無とクロス集計した結果、多くの住民が近年の豪雨災害を踏まえて、ハザードマップを確認している
傾向もみられる。ただし、一部の住民が「ハザードマップの確認」を実施していない中で、「自分がいる場所は大丈夫だと思っ
た」等の回答（正常性バイアス）が見られる。

Q. ■令和４年台風第１５号で避難しなかったと回答した方にお伺いし
ます■

避難しなかった理由として、当てはまるものを豪雨災害ごとに選ん
でください。（いくつでも）

Q.あなたは、「洪水ハザードマップ」をご存知ですか。
Q.（前問で、「知っている」と回答した方のうち）あなたは、「洪水ハ
ザードマップ」でご自宅が浸水するかどうかを確認しましたか。

0人 50人 100人 150人 200人

避難する危険性を感じなかった

避難指示（緊急）等が出ていなかった

自分がいる場所は大丈夫だと思った

避難指示（緊急）等の発表された地区にいなかった

近所の住民が避難していなかった

過去の経験から問題ないと思った

夜間の避難は危険と思った

避難指示（緊急）等が出ているのを知らなかった

どこに避難したらよいか分からなかった

その他

「洪水ハザードマップ」で自宅が浸水することを

近年多発している大雨・台風による災害発生以後に確認した

近年多発している大雨・台風による災害発生以前から確認していた

確認していない

ハザードマップを知らない
居住していない、覚えて
いない、会社にいた

：ハザードマップを確認していない
にもかかわらず、過去の経験等か
ら避難しなかった住民も一部存在。

：ハザードマップの確認を行ってい
る住民のうち、約半数は近年の豪
雨災害を踏まえて確認している傾
向にある。

：多くの住民がハザードマップを確
認したうえで、危険性・避難情報を
もとに避難行動の判断を行ってい
る可能性がある。

注：本検討は、想定最大規模降雨の洪水浸水想定区域図に位
置する地域の居住者に絞った回答である。

注：「ハザードマップの確認」については、令和7年の調査結果
のため、令和4年台風第15号時とは齟齬がある可能性あり。

【参考】 近年の豪雨災害における避難行動に関する住民意識調査

（n=495）

クロス
集計

減災対策
協議会




